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脱
北
者
に
我
が
国
へ
の
入
国
を
認
め
る
際
の
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
二
十
七
日
、
大
阪
地
方
検
察
庁
は
、
北
朝
鮮
を
脱
出
し
た
日
本
人
妻
の
親
族
を
装
い
、
我
が
国
に
不
法
入
国
し
た

と
し
て
、
中
国
人
三
名
を
入
管
難
民
法
違
反
で
逮
捕
し
た
。
右
の
事
件
（
以
下
、
「
不
法
入
国
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、

日
本
人
妻
の
斎
藤
博
子
容
疑
者
の
親
族
を
装
い
逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
三
名
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
面
談
す
る
こ
と
な
く
、
電
話

で
の
や
り
取
り
と
書
類
審
査
の
み
で
親
族
と
認
定
し
て
い
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

こ
れ
ま
で
我
が
国
へ
の
入
国
が
認
め
ら
れ
た
脱
北
者
は
計
何
名
い
る
か
。

二

脱
北
者
に
我
が
国
へ
の
入
国
を
認
め
る
際
、
政
府
に
お
い
て
ど
の
様
な
認
定
作
業
を
行
っ
て
来
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

二
の
認
定
作
業
は
、
脱
北
者
を
除
く
他
の
外
国
人
に
対
す
る
も
の
と
異
な
る
か
。

四

二
の
認
定
作
業
の
中
に
、
外
務
省
職
員
始
め
政
府
職
員
が
脱
北
者
と
面
談
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
る
か
。

五

「
不
法
入
国
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
三
名
に
対
し
、
外
務
省
と
し
て
面
談
を
し
て
お
ら
ず
、
電
話
で
の
や
り
取
り

と
書
類
審
査
の
み
で
斎
藤
容
疑
者
の
親
族
と
し
、
脱
北
者
と
し
て
認
定
し
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

六

五
で
、
事
実
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

七

今
回
「
不
法
入
国
事
件
」
が
起
き
た
原
因
は
何
か
。
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

一



八

「
不
法
入
国
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
三
名
に
対
し
、
外
務
省
と
し
て
面
談
を
せ
ず
、
電
話
で
の
や
り
取
り
と
書
類

審
査
の
み
で
脱
北
者
と
認
定
し
た
こ
と
は
適
切
か
。
右
は
、
「
不
法
入
国
事
件
」
が
起
き
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

九

一
の
こ
れ
ま
で
我
が
国
へ
の
入
国
が
認
め
ら
れ
た
脱
北
者
の
う
ち
、
「
不
法
入
国
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
三
名
同

様
、
脱
北
者
で
あ
る
こ
と
を
偽
っ
て
入
国
し
た
者
が
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の

認
識
如
何
。

十

「
不
法
入
国
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
三
名
に
対
し
、
外
務
省
と
し
て
面
談
を
せ
ず
、
電
話
で
の
や
り
取
り
と
書
類

審
査
の
み
で
脱
北
者
と
認
定
し
た
こ
と
は
、
外
務
省
の
不
作
為
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


